
申 請 者 神 戸 市

・行為期間の30日前までに申請(３ヶ月前より申請可※)
・日程・場所等の調整が必要となるため要事前相談
・申請書に加えて企画書、図面等も必要

申請 受付・審査

使用料算定
納入通知書発行納入通知書受理

使用料納付
領収証(写)送付 許可証発行

許可証受理

都市公園内行為許可申請手続きの流れ

申請書はExcelデータの１・２ページ共に提出してください。 ※東遊園地、磯上公園、みなとのもり公園については６ヶ月前より申請可


